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新型コロナウイルス感染症の拡大以降、国内外の観光需要は大幅に減少し、観光産業は深刻な

影響を受けており、雇用の維持と事業の継続に全力を尽くすとともに、感染拡大防止対策の徹底

等への支援に取り組んでいる。 

 加えて、令和２年１２月に観光戦略実行推進会議において決定された「感染拡大防止と観光需

要回復のための政策プラン」に基づき、宿泊施設のリニューアル、廃屋撤去等による魅力ある観

光地への再生、多様な関係者が連携した地域の観光資源の磨き上げ等を行うとともに、地域観光

事業支援による旅行需要の喚起等に取り組んでいる。 

令和４年度においては、危機に瀕する観光地・観光産業の存続に万全を期しつつ、ポストコロ

ナを見据え、地域経済を支える観光の本格的な復興の実現を図ることが必要であり、引き続きこ

うした取組を推進するほか、中長期的な滞在者や反復継続的な来訪者の増加、稼げる地域の看板

商品となるコンテンツの創出等に向けた取組を推進する。また、新型コロナウイルス感染症への

対応に必要な施策については、今後の感染状況や観光需要の動向等も踏まえつつ、予算編成過程

で検討する。 

 

※ 本表における計数は、端数処理の関係で、合計した額と一致しない場合がある。 

※ 本表における計数は、政府情報システムに係る経費（デジタル庁一括計上分）を含む。 

 令和４年度 

要求額 

(Ａ) 

前年度 

予算額 

(Ｂ) 

対前年度 

倍  率 

(Ａ／Ｂ) 
    

（１）観光産業の再生と「新たな旅のスタイル」の普及・定着 2,226 1,717 1.30 
  新たなビジネス手法の導入による宿泊業を核とした観光産業の付

加価値向上支援 
700 100 6.97 

「新たな旅のスタイル」促進事業 525 504 1.04 
  観光産業における人材確保・育成事業 127 119 1.07 
  通訳ガイド制度の充実・強化 66 56 1.17 

健全な民泊サービスの普及 117 117 1.00 
  ユニバーサルツーリズム促進事業 18 18 1.00 

観光統計の整備 673 653 1.03 
    

（２）国内外の旅行者を惹きつける滞在コンテンツの造成 2,215 1,565 1.42 
ポストコロナを見据えた新たなコンテンツ形成支援事業 450 0 新規 
ＤＸの推進による観光サービスの変革と観光需要の創出 1,000 800 1.25 
広域周遊観光促進のための観光地域支援事業 765 765 1.00 

    

（３）受入環境整備やインバウンドの段階的復活 12,630 10,963 1.15 
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業     3,480 3,383 1.03 
持続可能な観光推進モデル事業 450 0 新規 
戦略的な訪日プロモーションの実施 8,430 7,370 1.14 
教育旅行を通じた青少年の国際交流の促進 20 20 1.00 
ＭＩＣＥ誘致の促進 251 190 1.32 

    

（４）その他（経常事務費等） 664 564 1.18 
    

合          計 17,735 14,809 1.20 

１．令和４年度観光庁関係予算概算要求の基本方針・総括表 

(単位：百万円)

予算概算要求総括表 

基本方針 
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地域経済を支える観光の本格的な復興に向けた対応が必要となる中、新型コロナウイルス感染症へ

の対応に必要な施策については、今後の感染状況や観光需要の動向等も踏まえつつ、予算編成過程

で検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 前年度予算額においては、上記のほか、三の丸尚蔵館の整備 39億円（宮内庁）についても、国

際観光旅客税財源を充当。 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 

要求額 

(Ａ) 

前年度 

予算額 

(Ｂ) 

対前年度 

倍  率 

(Ａ／Ｂ) 
 福島県における観光関連復興支援事業 500 300 1.67 
     ブルーツーリズム推進支援事業 300 0 新規 

合          計 800 300 2.67 

 
令和４年度 

要求額 

(Ａ) 

前年度 

予算額 

(Ｂ) 

対前年度 

倍  率 

(Ａ／Ｂ) 

国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 24,000 26,065 0.92 

東日本大震災からの復興（復興枠） 

国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 

新型コロナウイルス感染症への対応（事項要求） 

(単位：百万円)

(単位：百万円)
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新型コロナウイルス感染症の拡大以降、国内外の観光需要は大幅に減少し、観

光産業は深刻な影響を受けており、雇用の維持と事業の継続に全力を尽くすとと

もに、感染拡大防止対策の徹底等への支援に取り組んでいる。 

 加えて、令和２年１２月に観光戦略実行推進会議において決定された「感染拡

大防止と観光需要回復のための政策プラン」に基づき、宿泊施設のリニューア

ル、廃屋撤去等による魅力ある観光地への再生、多様な関係者が連携した地域の

観光資源の磨き上げ等を行うとともに、地域観光事業支援による旅行需要の喚起

等に取り組んでいる。 

令和４年度においては、危機に瀕する観光地・観光産業の存続に万全を期しつ

つ、ポストコロナを見据え、地域経済を支える観光の本格的な復興の実現を図る

ことが必要であり、引き続きこうした取組を推進するほか、中長期的な滞在者や

反復継続的な来訪者の増加、稼げる地域の看板商品となるコンテンツの創出等に

向けた取組を推進する。また、新型コロナウイルス感染症への対応に必要な施策

については、今後の感染状況や観光需要の動向等も踏まえつつ、予算編成過程で

検討する。 

 

 

 

 

 〇 自然、食、歴史、文化・芸術、生業等の地域ならではの観光資源を活用したコンテ

ンツについて、ブランディングや販路開拓を支援し、地域の稼げる看板商品の創出を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．新型コロナウイルス感染症への対応（事項要求） 

地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出  

地域ならではの資源のイメージ 

自然 食 

地場産業（生業） 歴史、文化・芸術 

豊かな自然をベースに、アクティビティと連携した体験、自然の成

り立ちや自然とともに営まれてきた暮らしを学べるコンテンツなど 

地域の成り立ちや文化をストーリーとして編集し、それらを体験で

きるようなマイスター・地域住民との交流など 

ガストロノミーツーリズムに代表される食文化の体験、特別な空

間での食事、収穫・調理体験など 

観光業と関わりが薄かった町工場、漁業関係者、農家などと連携

したユニークな体験など 

事業イメージ 
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〇 観光地の中核となる宿泊施設の改修その他の観光地の再生や観光サービスの高付加 

価値化を地域一体となって面的に実施する取組を重点的・集中的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化 

地域一体となって面的に実施する取組のイメージ 

宿泊施設高付加価値化 

観光施設改修 

観光地形成のために必要な廃屋撤去 

宿泊施設の改修や施設のリプレイス 

土産物店・飲食店等の改修 

公共施設への民間活力の導入促進 

立地の良い公共施設へのカフェ等の併設 

（撤去予定の旅館） 

（撤去後の敷地の活用イメージ） 
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（1）観光産業の再生と「新たな旅のスタイル」の普及・定着 

 

 

要求額 ７００百万円 
 

宿泊業を地域の観光産業・旅行消費の核となる業種として位置づけ、新たなビジネ

ス手法を導入し、宿泊施設を中心として地域全体に波及する付加価値を生み出す取組

を支援する。 

具体的には、２つの観点（①複数業種等の連携による新規サービスの導入、②地域

に波及する生産性向上、高付加価値化）で、新たなビジネス手法を導入する取組を専

門家の派遣などを通じて支援する。 

また、新型コロナ感染症の拡大が続く中でも、収益を生み出している事業者等の優

良事例の発掘・調査・横展開等もあわせて実施する。 

 

 

 

【事業概要】 

単純な「宿泊」に止まらない付加価値を生み出し、地域全体に波及する取組につい

て、専門的知見を提供することで、強力に後押し（コンセプト作り、システム開発等

を支援）。 

 

①  複数業種等の連携による新規サービスの導入   

例 ⅰ 宿泊事業者＋旅行事業者＋サブカル 

      特定のターゲットに対するハンドメイドな旅行サービスの提供 

    ⅱ 宿泊事業者＋旅行事業者＋体験型施設 

      単なる移動ではなく、体験価値を含めた地域内の周遊体験、学び体験 

    ⅲ 宿＋サービス業 

      他分野のサービスノウハウを宿に導入、新機軸を提示 

 

② 地域に波及する生産性向上、高付加価値化    

例 ⅰ 泊食分離による魅力の向上 

      単純な泊食分離のみならず、セントラルダイニング導入も含め、 

食の魅力を向上、参加する飲食店の活性化 

    ⅱ バックオフィス部門などのＤＸ化などに係る技術支援 

      宿泊施設でのPMS（Property Management System）（※）の導入による 

      運営の効率化、得られたデータの活用による地域マーケティングの活性化 
（※）ホテル・旅館が宿泊予約や客室等の管理を行う際に利用するシステム 

 

※ 単独の宿の取組ではなく、地域全体で連携・協業する事業を重点的に支援 

 

 

 

     

３．具体的施策 

新たなビジネス手法の導入による付加価値化向上支援 

○ 新たなビジネス手法の導入による宿泊業を核とした観光産業の付加価値向上

支援                            （観光産業課) 
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要求額 ５２５百万円 

テレワークによる働き方の多様化も踏まえ、ワーケーションやブレジャー等を｢新たな旅

のスタイル｣として普及させることにより、より多くの旅行機会の創出と旅行需要の平準化

を図る取組を促進する。 

 

 

（1）国民全体の気運醸成（国民全体の認知と理解の促進） 

（2）企業と地域の環境整備（企業の制度導入と地域の受入体制整備に係る支援） 

（3）企業と地域の関係性構築（継続的な関係性の構築による双方の課題解決） 

 

 

 

〇企業（送り手）と地域（受け手）を対象としたモデル事業 

・ワーケーション等に関心の高い企業と地域を対象としてマッチングを行い、ワーケー

ション等のトライアルと効果検証を通じて、企業側の制度導入と地域側の受入体制整備

等を進めるためのモデル事業を実施 

                ＜モデル事業のイメージ＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇情報発信･プロモーション 

・メディアを活用した情報発信 

・専用ウェブサイトの内容拡充 

・経営者･人事担当者向け体験会 

  ・企業向けセミナー 

・その他企業・地域への普及啓発活動 等 

＜専用ウェブサイト＞ 

〇実態調査                     

・企業や従業員を対象とした調査を実施し、ワーケーション等の普及に向けた効果的な

施策の検討や課題点等を抽出 

 

 

〇｢新たな旅のスタイル｣に関する検討委員会の開催 

・ワーケーション等の普及に向けた現状や課題の整理、具体的な方策の検討を実施 

 

 

事業概要 

取組の方向性 

○ 「新たな旅のスタイル」促進事業                      （参事官(ＭＩＣＥ担当）） 



- 7 - 
 

 
 

 

要求額 １２７百万円 

 
観光立国の実現を目指す上で、観光産業に関わる人材は質・量ともに不足してい

る。観光産業においては、データに基づく経営やマーケティングを活用した戦略実

行、生産性の向上等が必要であるが、それらのノウハウを持った人材が不足してい

る。また、ポストコロナを見据え、新たなビジネス・稼ぐモデルを創出して高付加価

値化を実現し、地域の観光産業をリードする人材が必要である（「質」の不足）。ま

た、宿泊業の有効求人倍率はコロナ以前で約６倍、コロナ拡大以降においても約２倍

を超えており、恒常的な人手不足が課題であると同時に、訪日外国人旅行者に対応で

きる人材やDX化に対応できる人材等も不足している（「量」の不足）。 

このため、地域の観光産業をリードする人材の育成・強化を行うとともに、新たな

雇用体系を取り入れた人材の確保・活用を促進する。 

 

 

 

ポ ストコロナ時代をリードする人材の育成・強化（質の向上）  

新たなビジネス・稼ぐモデルを創出して高付加価値化を実現し、地域の観光産業をリ

ードする人材を育成する。 

施策の例  

海外ホスピタリティ大学と連携した経営戦略プログラム等を開発し、全国１４大学を

核とするコンソーシアムを活用して運用、観光産業に従事する社会人を対象に経営力強

化、生産性向上に関するリカレント教育を実施する。 

 

宿泊施設の経営刷新、地域における新規ビジネスプランの開発を実現 

  

ポストコロナ時代を支える人材の確保・活用（量の確保） 

女性、就職氷河期世代、外国人材等の雇用推進による人手不足の解消のほか、副業・兼

業等、新たな雇用体系を取り入れた人材活用を促進する。 

施策の例  

都市部IT人材を活用したリモートワークによる副業・兼業等を推進し、WEB環境整

備やマーケティング等の実践・教育を行う。 

地域におけるDX対応やダイバーシティ推進を支援し、生産性向上を実現 

 

外国人材を活用した優良事例（母国市場に向けたSNSによる情報発信や、プラン造

成、ホスピタリティ向上等）についてとりまとめ、ノウハウを横展開する。 

宿泊業の外国人材受入・活用を促進し、人材の確保、収益力向上を実現 

 

産官学連携による観光教育プログラムの開発を行い、初等中等学校における活用を

推進する等によって観光人材育成を推進する。 

将来的な観光産業の底上げを実現（従事者増、異業種・地域連携強化） 

○ 観光産業における人材確保・育成事業      （参事官(国際関係・観光人材政策担当）) 

事業概要 
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要求額 ６６百万円 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

要求額 １１７百万円 
 

健全な民泊サービスの普及を図るため、住宅宿泊事業法等に基づく民泊事業の適正

な運営を確保するための取組を実施する。 

 

○ 健全な民泊サービスの普及                               （観光産業課） 

○ 通訳ガイド制度の充実・強化               （参事官(国際関係・観光人材政策担当)） 

■ 通訳ガイドの質の向上 

「上質なサービスを求める旅行者への対応」等のハイレベル研修の実施によって通訳

ガイドのスキルアップを促進し、同時に、スキルの見える化を行い、通訳ガイドの高付

加価値化を実現することで、多方面での通訳ガイドの活躍を促進し、訪日受入環境整備

を推進する。 

 

■ 通訳ガイドの成り手の確保 
全国通訳案内士試験の運営面の向上を図りつつ、SNSを用いた情報発信や講演活動等

により通訳ガイド業務の魅力をPRし、広く通訳ガイド人材を確保する。 

事業概要 

ポストコロナを見据えたインバウンドの回復や、多様化する訪日外国人旅行者のニー

ズに的確に対応し、旅行者の満足度を向上させ、旅行消費額の拡大を図るため、通訳ガ

イドのスキルアップの推進による多方面での活用（ガイドの質の向上と活用）、通訳ガ

イドのなり手の確保等に向けた取組を支援する。 
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宿泊旅行統計調査 

●我が国における日本人・外国人の 

  宿泊旅行の実態を明らかにする。 

※ 上記２統計の結果を基に、加工して作成 

訪日外国人消費動向調査 

●訪日外国人の旅行動向・消費実態、 

  再訪意向・満足度等を明らかにする。 

中国
2,536 億円

34.1%

台湾
1,084億円

14.6%
香港

576億円
7.7%

米国
456億円
6.1%

韓国
429億円
5.8%

ベトナム
402億円
5.4%

オーストラリア
341億円
4.6%

タイ
307億円
4.1%

インドネシア
119億円
1.6%

フィリピン
113億円
1.5%

英国
104億円
1.4%

シンガポール
101億円
1.4%

カナダ
96億円
1.3%

マレーシア
95億円
1.3%

フランス
82億円
1.1%

ドイツ
57億円
0.8%

インド
51億円
0.7%

ロシア
34億円
0.5%

イタリア
31億円
0.4%

スペイン
22億円
0.3%

その他
409億円
5.5%

2020年

訪日外国人旅行消費額

7,446億円

（試算値）

※ 上記２統計の結果を基に、加工して作成 

※ 上記２統計の結果を基に、加工して作成 

 

 

要求額 １８百万円 

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の周知普及や認定件数の増加を図

るための取組等を行うことにより、誰もが安心して楽しめる旅行（ユニバーサルツー

リズム）の普及・定着を目指す。 

 

 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の

施行（令和２年６月）を受けて創設した「観光施設における心のバリアフリー認定制

度」について、認定件数の増加に向けた方策を検討・実施するともに、認定を受けた観

光施設と連携した実証事業、その結果も踏まえた情報発信等を行う。 

 

 
 

 
 

要求額 ６７３百万円 

観光統計の整備は、観光施策の企画・立案等のために必要であり、都道府県レベル

やさらに詳細な地域レベルの旅行者数等を把握することにより、地方への誘客や消費

の拡大等、地方創生に資する観光施策への展開を行い、観光地域づくりを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

○ ユニバーサルツーリズム促進事業                           （観光産業課） 

観光施設と連携した実証事業（イメージ） 「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の情報発信 

取組内容 

○ 観光統計の整備                                 （観光戦略課) ○ 観光統計の整備                                 （観光戦略課) 

 延べ宿泊者数推移 

69.4 79.7 94.3 115.7 20.3 

423.1 429.9 443.7 480.3 

311.3 

492.5 509.6 538.0 
595.9 

331.7 

0
100
200
300
400
500
600

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

日本人

外国人

（単位：百万人泊）

旅行・観光消費動向調査 

●日本人の旅行の実態を把握するとともに、 

    観光消費の経済波及効果を明らかにする。 

日本人国内旅行消費額と旅行者数 

●都道府県別の入込客数や宿泊費・飲食費等の費目別の消費実態を明らかにする。（地域の観光統計） 
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（２）国内外の旅行者を惹きつける滞在コンテンツの造成 
 

 

 

要求額 ４５０百万円 

 
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、人々の行動様式・生活様式・働き

方が変化する中、そのニーズが多様化しており、ポストコロナを見据え、国内・国外

を問わず、これまでの短期滞在者だけではなく、中長期滞在者や反復継続した来訪者

などの新たな市場の開拓や、新たに関心の高まっているニーズの取り込みに万全を期

す必要がある。 

このため、これらの新たな市場やニーズの開拓に取り組もうとする地域について、

誘客のテーマやターゲットの明確化、高付加価値なコンテンツ形成のための仕掛けづ

くりを支援する。  

併せて、持続可能な観光地経営の実現を図るため、将来にわたって世界中からの旅

行者を惹きつけ、地域はもとより日本のレガシーとなる新たなコンテンツの形成につ

いて支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ポストコロナを見据えた新たなコンテンツ形成支援事業 

                        （観光地域振興課・観光資源課） 

ポストコロナを見据えた、新たな市場・ニーズを開拓し誘客に取り組もうとする地域における 

来訪者増加に向けた新たな仕掛けづくりに対する支援 

〇 新たな市場・ニーズを開拓し誘客に取り組もうとする地域に対して、 

・人々のニーズの多様化を踏まえた、誘客のテーマ（※）やターゲットの明確化、コンテン 

ツの高付加価値化・継続化、マーケティング等に対する専門家等によるノウハウ支援 

・上記でコンサルティングを受けたコンテンツを活用した取組を実証するモニターツアーの 

実施への支援 

等を行い、効果・課題を検証するとともに、優良事例の横展開を図る。 

 
 

〇 特に、中長期滞在者や反復継続した来訪者の増加（第二の故郷づくり）に取り組む地域 

に対して、 

・ プロボノ（※）、貸農園・農産物のオーナー制度、お祭りへの定期的 

な参加、など、地域との継続した関係性を築くためのきっかけ作り 

・ 中長期滞在者や反復継続した来訪者を受け入れる、地域への意識啓 

発活動 

・ 中長期滞在者や反復継続した来訪者の、住居や仕事の紹介、 

滞在・移動に係る負担軽減 

等への支援を行い、効果・課題を検証するとともに、優良事例の 

横展開を図る。 

 

 
 

〇 併せて、今後、観光立国推進基本計画の見直し等での議論を踏まえ、 

今後需要の拡大が見込まれる市場・ニーズに係る調査を行う。  

将来にわたって世界中の旅行者を惹きつける地域・日本の新たなレガシー形成に対する支援 

〇 地域と連携しながら、レガシー形成に関する実現 

可能性等に係る調査、実現に向けたプラン作成等を 

実施する。 

〇 併せて、実現を見据えた実証等を行う。 

（※）社会的・公共的な目的のために、自らの職業を通じて培ったスキルや知識を 

提供するボランティア活動 

（※）テーマ例：自然、農業・林業・漁業、健康、安全・安心な食、アート、リゾート、スポーツなど。 
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要求額 １,０００百万円 

 
ポストコロナを見据え、旅行者の体験価値向上、消費機会の拡大、来訪意欲増進と

顧客定着等を図るため、観光関係のベンチャー企業の技術開発が進められている状況

にも鑑み、デジタル技術と観光資源の融合等（ＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）（※））により新しい観光コンテンツを創出するなど、観光サービスの変革と観

光需要の創出を目指した取組を進める。     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進による観光サービスの変革と

観光需要の創出                        （観光資源課） 

（1）旅行者の体験価値向上を図る取組 

■XR（※）や５G等のデジタル技術と、文化・自然等の既

存の観光資源やバス・鉄道等の移動手段を掛け合わせ

た新たな観光コンテンツの造成等を図る。 

（※）デジタル技術及びデータを活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、組織の文化

・風土や業務を変革することにより、競争上の優位性を確立すること。 

（２）観光地経営の改善につながる取組 

■人流・購買等のリアルタイムデータや予約・経路検索等

の各種データを活用し、観光地における消費機会の拡

大につながる取組を推進する。 

（３）オンラインを活用した来訪意欲増進と顧客定着につな

がる取組 

■動画配信サービスだけでなく、バーチャル空間等を活用

し、新規顧客向けの来訪意欲を増進するようなコンテン

ツ造成を図るともに、既に来訪した顧客のリピーター化

につながるような仕組みの構築等の取組を推進する。 

 

旅行者の体験価値向上、消費機会

の拡大、来訪意欲増進と顧客定着

等を目指す。 

地域の観光 

・交通関係事

業者 

システム・IT

関係事業者 
密な連携 

取組のイメージ 

（※）VR（仮想現実）、AR（拡張現実）等の総称 
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要求額 ７６５百万円 
 

国内外の旅行者の混雑や密を低減させつつ、各地域への周遊を促進するため、観光地

域づくり法人（DMO（※））が中心となり、地域が一体となって行う、調査・戦略策

定、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信といった

取組に対して総合的な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業               （観光地域振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 援 内 容 

支 援 イ メ ー ジ 

データに基づき、旅行者に対し訴求力

のある取組を実施するための調査・

戦略策定を支援。 

地方部への誘客や繁閑差の解消、三密回避にもつながる 
地域独自の観光資源を活用した滞在コンテンツの造成を支援。 

WEB・SNSを活用したエリア内のコンテ

ンツの魅力等に関する効果的な情報

発信を支援。 

・補助対象事業：登録DMO（※）が定めた事業計画に位置づけられた以下の取組。（地方ブロック毎に開催

される連絡調整会議における調整を行ったものに限る。）  

 
①調査・戦略策定（マーケティング調査等） 

②滞在コンテンツの充実（コンテンツ・旅行商品の企画・開発等） 

③受入環境整備（多言語案内の改善、二次交通の実証実験等） 

④旅行商品流通環境整備（国内外OTAへの掲載、商談会への参加等） 

⑤情報発信・プロモーション（WEB・SNSを活用した情報発信等） 

 
・補 助 対 象 者：事業計画に位置づけられた事業の実施主体（登録DMO又は地方公共団体） 

・補 助 率：定額（①調査・戦略策定） 

事業費の1/2（②滞在コンテンツの充実、③受入環境整備、④旅行商品流通環境整備、 

⑤情報発信・プロモーション）  ※継続事業については2年目：2/5、3年目：1/3 

 

①調査・戦略策定 ②滞在コンテンツの充実 

⑤情報発信・プロモーション 

地域内の感染症対策や観光地の混雑

状況の情報提供など、安心して観光を

楽しめる環境づくりを支援。 

マーケティング調査 集落の散策 

WEBを活用したエリア内の魅力発信 

（※）（Destination Management/Marketing Organization）の呼称 

観光地の混雑状況の情報提供 

④旅行商品流通環境整備 ③受入環境整備 

旅行商品の国内外OTAへの掲

載、旅行会社との商談会などを

支援。 

自然を活用したアクティビティ 

（※）観光庁の登録制度において要件を全て満たすものとして登録されたDMO 

商談会への参加 
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（３）受入環境整備やインバウンドの段階的復活 
 

 

 

要求額 ３,４８０百万円    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○宿泊施設での滞在時の快適性の向上に向けた取組を支援 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

補助率 1/2、1/3等 

 
 
 

○ 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業     （参事官（外客受入担当）） 

観光地、宿泊施設、公共交通機関の各場面において、訪日外国人旅行者がストレ

スフリー・快適に旅行を満喫できる環境及び災害など非常時においても安全・安心

な旅行環境の整備を図るため、多言語での観光情報提供機能の強化、無料Wi-Fiサ

ービスの整備、キャッシュレス決済の普及、バリアフリー化の推進、感染症対策の

充実、非常時における多言語対応の強化等に関する取組を支援する。 

また、訪日外国人旅行者の更なる消費拡大・満足度向上に向けて、インバウンド

ベンチャーのノウハウ・技術の活用等、地方の観光の現場における新たな取組の促

進を図る。 

○観光施設等における安全・安心の向上に向けた取組を支援 

等

 

等等

 

 
多言語表記  全国共通ＩＣカード、 

ＱＲコード決済等の導入  

 

旅客施設や車両等の 
無料Wi-Fi整備  

○移動に係る利便性及び快適性の向上に向けた取組を支援 
 

旅客施設の段差解消 

等

  

  

あ⇔

A 

■感染症対策の充実 ■災害時の避難所機能の強化 

 

非常用電源装置の設置 防災トイレの整備 デジタルサイネージ

の整備 

翻訳機器等の整備 サーモグラフィ等の導入 

■災害時・急病時の多言語対応強化 

 

■基本的ストレスフリー環境整備 ■バリアフリー環境整備 ■感染症対策に対する取組 

換気設備の導入 
DXを活用した 

非接触チェックイン

システムの導入(※) 

等

 

等

スロープの設置 

多目的トイレの設置 

車椅子対応 
エレベーターの設置 

客室の改修 タブレット端末の整備 

等

無料WiFiの整備 

トイレの洋式化 

案内表示の多言語化 
※これに付帯する宿泊情報

管理システム等を含む。 
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要求額 ４５０百万円 

 

世界的に「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）（※）」への関心が高まる

中、我が国が世界の旅行者から選ばれる観光地となるよう、モデル形成を通じた地域

におけるマネジメント体制の構築等を通じて、オーバーツーリズムやカーボンニュー

トラルにも対応した持続可能な観光の推進を図る。 

 
（※）国際観光機関（UNWTO）における「持続可能な観光（サステナブルツーリズム）」の定義： 

訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在お

よび将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光 

 

 

 

「日本版持続可能なガイドライン（JSTS-D）」の実践を通じて、持続可能な観光地

経営のモデルを形成し、その取組の全国展開を図る。 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 持続可能な観光推進モデル事業             （参事官（外客受入担当）） 

①  持続可能な観光地経営のモデル形成 

③ 観光サービスを提供する地域の事業者群の取組の促進 

② 持続可能な観光を実践する地域人材の育成・創出 

 観光地の混雑 

 
日本版持続可能な観光 

ガイドライン（JSTS-D） 

 

観光客のゴミを拾う住民 

各地域における課題 

① 自己分析ツール 

観光政策の決定、観光計画の策定に資するガイドライ

ンとして活用 

② コミュニケーションツール 

地域が一体となって持続可能な地域/観光地づくりに

取り組む契機に 

③ プロモーションツール 

 観光地としてのブランド化、国際競争力の向上 
 

「日本版持続可能な観光ガイドライン」の役割 

＜混雑＞ ＜マナー違反＞ 等 

   
観光地での通行妨害 観光地の渋滞 
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■ 現状 

・訪日外国人旅行者数は大幅に減少。 

・一方、ワクチン接種の進展等により、欧米を中心に国際往来を再開する動きもあり、今後、

段階的な国際観光の再開が見込まれる。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大以降、旅行者の需要にも変化が生じているが、自然・気候

・文化・食に代表される訪日観光の魅力は変わらず、訪日需要は引き続き高い。 
 

 

 
 

要求額 ８,４３０百万円の内数 （ＪＮＴＯ運営費交付金） 

ポストコロナを見据え、インバウンドの早期回復を図るとともに、旅行消費額増加や

地方部への誘客を促進するため、日本政府観光局（JNTO）において戦略的な訪日プロ

モーションに取り組むことにより、2030年訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国

人旅行消費額15兆円等の目標達成を目指す。                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期の訪日再開が見込まれるアジア市場のリピーター層に対して、再訪日意欲を喚起

する大規模キャンペーンを実施する。また、地方の体験型観光コンテンツの発信強化に

より、消費額増加を促進する。 
 

スポーツツーリズムやアドベンチャーツーリズム、地域の生活

や自然に配慮した観光などのポストコロナに需要の増加が見込ま

れるテーマに特化したプロモーションを強化する。 
 
 
 
 
 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

年

412万人

○ 戦略的な訪日プロモーションの実施                         （国際観光課） 

① リピーター層に向けた再訪日意欲を喚起するプロモーションの実施 

＜インバウンドの早期回復＞ 

市場動向を的確に把握し、時機を 

逸することなくプロモーションを展開 

＜消費額増加、地方部への誘客＞ 

コロナ拡大以降に変化した旅行動態も 

踏まえた観光コンテンツを発信 

2030年訪日外国人旅行者数6,000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円等の目標達成を目指す 

インバウンドの早期回復 旅行消費額増加、地方部への誘客 

万人 訪日外国人旅行者数の推移 
3188万人

新型コロナの収束後、次に海外旅行したい国・地域（上位5位） 

日本 
韓国 
台湾 

オーストラリア 
タイ 

日本
アメリカ
カナダ

オーストラリア
イギリス

アジア居住者（第2回調査 n=3839） 欧米豪居住者（第2回調査 n=1853） 

（DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行の意向調査（2021年5月）より抜粋） 

67% 

42% 

30% 

26% 

26% 

36% 
36% 36% 
 31% 

29% 

24% 
0         20        40        60        80 0         20        40        60    

  

② コロナによる需要の変化等を踏まえたプロモーションの強化 
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訪日重点市場（※）からの戦略的誘客のため、市場ごとの動向を的確に捉え、市場別

の戦略に基づき、きめ細かなプロモーションを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※）韓国・中国・台湾・香港・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム・ 

インド・豪州・米国・カナダ・英国・フランス・ドイツ・イタリア・ロシア・スペイン・メキシコ・中 

東地域（2021 年 8 月現在：22 市場） 

 

ポストコロナの需要に対応する地域の魅力的なコンテンツについて、コンサルティ

ングによる品質の向上と市場毎のニーズに応じた発信を行い、地方誘客を促進する。 
 

ウェブサイト等から得られる外国人旅行者の情報等の収集・分析を通じた効果的な

プロモーションを展開するため、デジタルマーケティングの基盤を強化する。 
 
 

 

要求額 ２０百万円 
諸外国とのバランスの取れた相互交流や、各国の将来を担う青少年交流の拡大に

向け、教育旅行による双方向交流の拡大を図る必要がある。 

こうした中、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、海外教育旅行は

大きく影響を受けていることから、再開に向けた取組に対する支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

0
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1500
2000
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0
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○ 教育旅行を通じた青少年の国際交流の促進            （参事官（旅行振興担当）） 

 

 海外教育旅行の再開に向けては、旅行先での衛生対策

を含む安全・安心な旅行を実施するための情報整備等

が必要。 

 

 我が国の将来を担う青少年の国際交流の拡大は、日本

人の国際感覚の向上や、国民の国際相互理解の増進、

インバウンド拡大への貢献が期待されている。 

 

現状と課題 

 

 関係省庁や観光業界、学校関係者など幅広い関係者と連携し、海外教育旅行についての現状分析・課題整

理・課題解決に向けた取組の提案等を実施。 

 それらを踏まえ、海外教育旅行を安全・安心して実施していくための諸外国との協議の実施や、学校関係

者や保護者が安心して実施できる旅程を検討するための情報発信ツールを作成するとともに、国内におけ

る普及・啓発活動を観光業界等と連携しながら展開。 

 

取組内容 

＜高等学校の海外修学旅行・海外研修の参加人数・実施校数の推移＞ 

（校） （人） 

大幅な減少が 

見込まれる 

（見込み） 

③ 国別戦略に基づく市場別プロモーションの徹底 

【アジア市場】 

既に旅行先としての認知度が高いことから、個々の 

旅行需要に応じたきめ細かなプロモーションを実施。 

 

【欧米豪市場】 

市場特性を踏まえ、魅力あるアクティビティ等の訴求力 

の高いコンテンツを中心としたプロモーションを実施。 

④ 地域の観光コンテンツの発信強化 

⑤ デジタルマーケティングの強化 
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要求額 ２５１百万円、８,４３０百万円の内数（ＪＮＴＯ運営費交付金） 

 

ポストコロナを見据えたMICEの安全な再開と更なる国際競争力強化に向け、JNT

Oによる情報発信・マーケティング展開とあわせて、コンベンションビューロー等に

対するオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド会議開催等に係るノウハウ支

援、比較的早期の需要回復が見込まれるインセンティブ旅行の誘致支援等を実施す

る。また、国際機関や各国と連携した国際シンポジウムの開催を通じ、ポストコロナ

の国際的な観光の潮流に即した先進事例の共有を図るとともに、日本の観光地の安全

性・魅力について発信を行う。 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

○ ＭＩＣＥ誘致の促進                       (参事官(ＭＩＣＥ担当)) 

MICE誘致の国際競争力の強化 

・開催地の魅力向上と基盤の整備 

 

JNTOのマーケティング展開 

 

目標：MICE関連訪日外国人消費相当額 20３0年度８,000億円 
 

◆ 国際会議誘致に関する国際競争力の強化 

コンベンションビューロー等に対する 

ハイブリッドMICEの開催支援 

 ◆  インセンティブ旅行の誘致力の向上 

   インセンティブ誘致に必要な体制整備、魅力 

的なコンテンツの開発 

◆ MICE施設の的確な運営 

コンセッション導入に向けた実現可能性等を 

調査 

◆ 国際MICEにおける総消費額の算出 

ハイブリッド開催を含むMICE開催の総消費 

額等を調査                         

・MICE開催件数、外国人参加者、 

外国人滞在消費額の早期回復 

国連世界観光機関（UNWTO）・関係諸外国との連携による 

国際観光シンポジウム等の開催 

◆ UNWTOの有する知見を活用等し、諸外国の観光地における「グリーンな観光」（※）等の持続可能 

な観光の実現に取り組む先進事例を分析 
（※）観光地の生物多様性や天然資源の保護に資する体験や、宿泊施設・飲食店・交通機関等におけるCO2排出量やごみの削減など 

 

◆ シンポジウムをUNWTOと共同で開催し、持続可能な観光の実現に関する国際レベルで推奨される 

取組や分析した諸外国の先進事例を共有するとともに、日本の観光地の安全性・魅力を発信 

・国際レベルで求められる持続可能な観光等に係る関係者間の理解促進 

・ポストコロナの国際的な観光交流の復活の契機 

・日本のMICE開催地としての認知度向上 

・具体的な誘致案件の発掘 

・地方への誘客 

◆ 日本が安心・安全であり、魅力的なMICE開催地であ

ることの情報発信 

◆ 国際PCO協会とのデスティネーションパートナーシッ

プやMICEアンバサダープログラム等を活用した国際

会議誘致支援の強化 

◆ ポストコロナにおけるインセンティブ旅行ニーズに対

応した誘致･開催支援 

◆ データを活用したマーケティングによるMICE誘致力 

強化 

◆ MICEを支える人材の育成 
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要求額 ５００百万円 
 福島県において、観光復興を促進するため、同県が福島県観光関連復興事業実施計画に基づ

いて実施する①滞在コンテンツの充実・強化、②受入環境の整備、③プロモーションの強化、

④観光復興促進のための調査を支援し、国内外から福島県への誘客を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

・教育旅行や企業研修における多様な学びのニーズ

に応じたテーマ別学習コースの充実 

・福島の復興の姿に触れるホープツーリズムを更に

発展させ誘客強化 

 

 

 

○ 福島県における観光関連復興支援事業                   （観光地域振興課） 

４．東日本大震災からの復興（復興枠） 

事業実施例 

・補助対象：福島県の観光復興を促進することを目的とする以下の取組  

①滞在コンテンツ充実・強化事業     ②受入環境整備事業           

③プロモーション強化事業        ④観光復興促進調査事業 

・交付対象：福島県            ・補助率：事業費の８/１０以内 

 

④観光復興促進調査事業 ③プロモーション強化事業 

・ホープツーリズムに関するワンストップ窓口の運

営、関連コンテンツ整理・集約、専用HPによる

情報発信 

・海外の旅行会社へのセミナー・商談会を実施 

・海外の旅行博での魅力のPR 

 

・震災10年目の観光実態（観光交流人口、観光施

設、観光地、宿泊施設、観光団体・事業者等の

実態）を把握する調査を実施 

 

 

震災遺構の見学を組み込

んだプログラムを大人数

受入に対応した形で造成 

教育旅行版と企業研

修版のホープツーリ

ズムのガイドブック

を作成 

タイにおいて現地旅行博

に出展を行い、 

福島の魅力をPR 

福島全体の観光実態を調査

し新たな誘客戦略を策定 

①滞在コンテンツ充実・強化事業 

 
②受入環境整備事業 

 

支援内容 

 

○ ブルーツーリズム推進支援事業                   （観光地域振興課） 

要求額 ３００百万円 
 ALPS処理水の海洋放出による風評への対策として行う、海の魅力を発信するブルーツー

リズムの推進のための取組を支援し、国内外からの誘客と観光客の定着を図る。 

 

 老朽化した海の家等の改修など、海水浴場の受入環境の整備 

 海洋資源を活用した体験コンテンツの造成など、コンテンツ開発支援

 海の魅力を発信するコンテンツのプロモーションの支援 

 ブルーフラッグ認証の取得に必要となる取組の支援 

事業実施例 

 

海の魅力を体験できる 

コンテンツの開発を実施 
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※国際観光旅客税財源充当事業                   要求額 ２４,０００百万円 

 
〇 国際観光旅客税の税収（以下「観光財源」という。）を充当する予算に関しては、

「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」(「国際観光

振興法」)第１２条に規定する国際観光振興施策に必要な経費に充てるものとされて

いる。 
 

〇 観光財源を充当する施策については、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針

等について」(令和２年１２月２１日観光戦略実行推進会議決定)に基づき、観光庁に

一括計上して予算要求を行うこととされた。 
 

〇 令和４年度における観光財源を充当する各施策については、上記基本方針におい

て、既存施策の財源の単なる穴埋めをするのではなく、①受益と負担の関係から負

担者の納得が得られること、②先進性が高く費用対効果が高い取り組みであること、

③地方創生をはじめとする我が国が直面する重要な政策課題に合致することを基本

的な考え方とされている。 
 

〇 なお、観光財源を充当する具体的な施策・事業については、硬直的な予算配分とな

らず、常に上記の考え方を満たすものとなるべく、毎年度洗い替えが行えるよう、

観光戦略実行推進会議において、民間有識者の意見も踏まえつつ検討を行い、予算

を編成する。 
 

 
 

（以下は前年度事業の例示） 
 

１．ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 

 ・最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等 

 ・公共交通利用環境の革新等 

 ・ＩＣＴ等を活用した多言語対応等 

 ・旅行安全情報共有プラットフォームを通じた旅行者の安全の確保 

                                   等 
 

２．我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化 

 ・デジタルマーケティング等を活用した先進的なプロモーション等の実施 

                                    
 

３．地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の

満足度向上 

 ・観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の改革 

 ・新たなインバウンド層の誘致のためのコンテンツ強化等 

 ・文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備 

 ・文化財や国立公園等を活用したインバウンドのための環境整備 

等 

 

 

 

５．国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 
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１．ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備 

○最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等 

旅客が行う諸手続や空港内外の動線を一気通貫で円滑化・高度化し、旅客満足 

度の向上を図る。 

 
 

 

２．我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化 

○デジタルマーケティング等を活用した先進的なプロモーション等の実施 

ウェブサイト等から得られる外国人旅行者の情報等を活用してプロモーション 

の高度化を図る。また、富裕旅行者の関心の高いテーマに特化したプロモーシ 

ョン等を実施する。 

事業のイメージ 

チェックイン→搭乗までの自動化機器を顔認証システムで一元化（One ID化） 

JNTOウェブサイトやSNSの閲覧 

状況等のデータを収集 

収集したデータや外部のデータを活用し、 
ターゲットの動向の要因分析を高度化 

ターゲットの興味・関心に応じた 

内容を発信 

データの収集 データの分析 データの活用 

プロモーションの 
見直し、改善 

＜デジタルマーケティング等を活用した先進的なプロモーションのイメージ＞ 
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３．地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の

満足度向上 

 ○新たなインバウンド層の誘致のためのコンテンツ強化等 

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）とも連携し、アドベンチャーツーリズムや地域 

ならではの豊かな資源（城泊・寺泊、海の魅力、インフラ等）を活用した観光な

ど、新たなインバウンド層への訴求力が高い体験型観光コンテンツの造成やガイ

ド人材の育成等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文化財や国立公園等に関する多言語解説の整備 

旅行者にとって分かりやすく、地域の面的観光ストーリーを伝える魅力的な多

言語解説を整備することで、訪日外国人の観光地での体験満足度の向上を図る。 

 
 

 
英語解説文作成フロー 

現地取材 

（ライター・ 

エディター） 

完

成 

執筆 

（ライター） 

編集 

（エディター） 

内容確認 

 （地域協議会・ 

  内容監修者） 

スタイル 

チェック 
（スタイルチェッカー） 

校

正 

※2 

英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 

※1 

（※2）文章が所定の文体等に

沿っていることを確認 
（※1）整備対象物についての専門的

視点から事実確認・アドバイスを実施 

日光二荒山神社神橋 看板の改善 タッチパネル式解説板による案内 

（多言語字幕） 

2次元コード 

（多言語音声・テキスト） 

多言語解説文の活用事例 

アドベンチャーツーリズム等長期滞在型観光の強化 

例（ツアーイメージ）：北海道冬のアドベンチャーツーリズム（10日間、70万円/人） 

自然 

④流氷クルーズ 
 ＠羅臼 
 欧州富裕層に人気 
 のオジロワシ観察 

③ダイヤモンドダストの中のカヌー 
 ＠屈斜路湖 
 タンチョウの求愛ダンスの観察＠鶴居 

①トレッキング＠旭岳 
 一面の雪景色・噴煙 

⑤流氷ウォーキング 
 ＠知床（ウトロ） 
 ドライスーツ着用 
 巨大な浮氷を散策 

②アイヌ文化体験 
＠屈斜路湖 

文化 

観光体験・アクティビティ 

※アドベンチャーツー 
リズムの世界サミット 

開催 
＠北海道（2021年秋） 

1 2 

4 

3 

5 
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